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行
政
の
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
一
考
察

│
労
使
交
渉（
1
）
を
中
心
に

│

岩　
　

井　
　

義　
　

和

は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
官
僚
制
概
念
（
2
）

は
、
現
代
行
政
の
構
造
的
特
徴
を
示
す
場
合
に
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
。
そ
し
て
彼
の
支
配
の
類
型
で
あ
る
①
伝
統
的
支
配
、
②
合
法
的
支
配
、
③
カ
リ
ス
マ
的
支
配
の
う
ち
、
官
僚
制
は
①
の
合
法
的
支
配

に
位
置
付
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
村
松
に
よ
る
と
「
近
代
国
家
の
行
政
官
僚
は
、
経
営
組
織
と
と
も
に
そ
の
代
表
的
な
具
体
的
事
例
で
あ

る
。
官
僚
制
的
な
組
織
編
制
原
理
が
社
会
の
一
般
的
特
質
に
な
る
た
め
に
は
い
く
つ
か
の
社
会
的
経
済
的
変
化
が
必
要
で
あ
っ
た
。
現
代

の
行
政
官
僚
制
が
お
か
れ
て
い
る
社
会
経
済
的
背
景
は
よ
り
複
雑
な
も
の
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
指
摘
し
た
官
僚
制
の
成
立
と
密
接

四
八
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
一
八
三
八
）

な
関
連
を
も
っ
た
要
因
を
列
挙
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
、
①
貨
幣
経
済
の
発
達
②
行
政
事
務
量
の
増
大
③
行
政
事
務
の
質
的
変
化
④
官
僚

的
組
織
の
技
術
的
優
秀
性
⑤
行
政
手
段
の
集
中
⑥
社
会
的
差
別
の
平
準
化
等
で
あ
る
（
3
）

」。
し
か
し
こ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
近
代
に
お
け

る
社
会
的
経
済
変
化
の
中
で
、
官
僚
制
的
な
組
織
編
制
原
理
が
必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
官

僚
制
を
、
社
会
経
済
的
要
因
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
近
代
行
政
の
特
徴
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
も
、
官
僚
制
を
構
成
す
る
具
体
的
な
要
素
、
つ
ま
り
公
務
員
制
度
へ
の
関
心
が
も
た
れ
、
現
在
も
国
家
公
務
員
制
度
改

革
が
論
議
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
（
平
成
二
〇
年
法
律
第
六
八
号
）
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
改
革
の
基

本
理
念
が
示
さ
れ
た
（
4
）

。

1　

議
院
内
閣
制
の
下
、
国
家
公
務
員
が
そ
の
役
割
を
適
切
に
果
た
す
こ
と

2　

多
様
な
能
力
及
び
経
験
を
持
つ
人
材
を
登
用
し
、
及
び
育
成
す
る
こ
と

3　

官
民
の
人
材
交
流
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
官
民
の
人
材
の
流
動
性
を
高
め
る
こ
と

4　

国
際
社
会
の
中
で
国
益
を
全
う
し
得
る
高
い
能
力
を
有
す
る
人
材
を
確
保
し
、
及
び
育
成
す
る
こ
と

5　

国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
の
職
業
倫
理
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
能
力
及
び
実
績
に
基
づ
く
適
正
な
評
価
を
行
う
こ
と

6　

能
力
及
び
実
績
に
応
じ
た
処
遇
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
し
、
及
び
男

女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
資
す
る
こ
と

7　

政
府
全
体
を
通
ず
る
国
家
公
務
員
の
人
事
管
理
に
つ
い
て
、
国
民
に
説
明
す
る
責
任
を
負
う
体
制
を
確
立
す
る
こ
と

四
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こ
れ
を
受
け
、
政
府
は
、
基
本
法
の
基
本
方
針
に
基
づ
く
改
革
の
具
体
化
に
向
け
て
検
討
を
進
め
て
い
る
。
改
革
が
実
行
さ
れ
た
場
合
、

国
に
お
け
る
労
使
関
係
の
重
要
性
は
、
さ
ら
に
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
公
務
員
の
労
使
関
係
を
い
か
に
構
築
し
て
い
く
か
が

大
き
な
問
題
と
な
る
。

そ
う
し
た
中
、
様
々
な
調
査
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
筆
者
が
実
際
に
関
わ
っ
た
調
査
研
究
『
公
務
部
門
等
に
お
け
る

労
使
関
係
に
関
す
る
調
査
研
究
（
5
）

』
の
一
部
の
企
業
等
に
対
し
て
実
施
し
た
民
間
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
（
各
社
の
労
使
関
係
担
当
部
門
の
担
当
者

へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
を
基
に
、
今
後
の
公
務
員
の
労
使
関
係
で
の
、
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
重
要
性
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
く
。

尚
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
官
民
の
労
使
関
係
の
共
通
点
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
以
下
四
項
目
を
軸
と
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
試
み
て
い
る
。

①　

労
使
関
係
交
渉
の
役
割
分
担
（
本
社
│
支
社
）：
ど
の
よ
う
な
人
物
・
組
織
が
労
使
交
渉
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
・
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
か
に
つ
い
て
（
本
社
│
支
社
の
関
係
を
含
む
）。

②　

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
及
び
労
働
組
合
：
労
使
関
係
担
当
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
労
働
組
合
と
の
関
係
に
つ
い
て
。

③　

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
：
組
織
に
お
け
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
労
使
関
係
の
関
係
に
つ
い
て
。

④　

労
使
関
係
担
当
者
の
適
性
・
資
質
：
実
際
に
民
間
企
業
で
労
使
関
係
を
担
当
し
て
い
る
方
か
ら
の
意
見
。四

九
一
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⑴　

労
使
関
係
担
当
部
門
の
役
割
分
担（
6
）

民
間
企
業
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
先
（
二
三
件
）
の
回
答
に
基
づ
く
と
、
労
使
関
係
担
当
部
門
の
交
渉
分
担
に
関
し
て
は
、
次
の
二
点
に
集

約
さ
れ
る
。
第
一
に
、
民
間
企
業
で
は
、
団
体
交
渉
以
外
の
場
に
、
経
営
側
ト
ッ
プ
等
を
出
席
さ
せ
経
営
方
針
に
関
す
る
意
見
等
を
、
労

使
双
方
で
直
接
伝
え
る
機
会
を
設
け
て
い
る
（「
ト
ッ
プ
等
の
関
与
」：
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
対
象
二
三
社
中
一
四
社
が
同
回
答
を
し
て
い
る
。
な
お
、

以
下
で
は
同
様
の
回
答
し
て
い
る
企
業
の
実
数
の
み
記
述
）。

第
二
に
、
日
常
レ
ベ
ル
の
交
渉
で
は
、
本
社
人
事
部
（
労
使
関
係
部
門
）
が
窓
口
と
な
り
、
常
に
労
働
組
合
側
と
情
報
交
換
を
行
う
こ

と
で
良
好
な
労
使
関
係
構
築
に
関
す
る
戦
略
等
を
担
っ
て
い
る
（「
本
社
人
事
部
の
役
割
」：
一
五
社
が
回
答
）。

ヒ
ア
リ
ン
グ
回
答
の
代
表
例
と
し
て
、
第
一
に
挙
げ
た
「
ト
ッ
プ
等
の
関
与
」
に
関
し
て
は
、
具
体
的
に
、
以
下
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ

る
。①　

【
中
央
労
使
協
議
会
（
年
四
〜
五
回
）
を
開
催
し
担
当
役
員
出
席
、
そ
の
際
に
業
績
説
明
や
経
営
方
針
を
説
明
】

②　
【
中
央
労
使
協
議
会
は
月
一
回
開
催
に
社
長
出
席
。
経
営
全
般
に
つ
い
て
協
議
】

③　
【
春
闘
の
際
は
、
社
長
が
三
回
、
副
社
長
が
全
五
回
中
央
労
使
協
議
に
出
席
】

第
二
の
「
本
社
人
事
部
の
役
割
」
に
関
す
る
回
答
の
代
表
例
と
し
て
は
、
以
下
の
四
つ
等
が
あ
る
。

①　
【
交
渉
実
務
は
人
事
部
門
で
実
施
し
、
人
事
部
門
長
が
役
員
の
代
行
を
行
う
こ
と
も
あ
る
】

②　
【
日
常
的
な
対
応
は
実
質
的
に
本
社
人
事
部
課
長
が
担
う
】

四
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③　
【
労
使
関
係
は
、
人
事
部
マ
タ
ー
で
あ
り
、
人
事
部
が
組
合
と
は
直
接
事
務
方
と
し
て
や
り
と
り
し
、
必
要
な
場
合
取
締
役
会
の

議
題
と
す
る
】

④　
【
日
常
的
に
労
使
関
係
を
担
当
す
る
事
務
局
は
、
本
社
人
事
部
課
長
一
名
と
課
長
代
理
二
名
で
構
成
】

第
一
の
「
ト
ッ
プ
等
の
関
与
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
多
く
の
企
業
で
は
労
使
協
調
路
線
の
傾
向
が
強
く
、
労
使
が
対
立
す
る
の
で
は

な
く
、
労
働
組
合
と
経
営
側
ト
ッ
プ
等
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
路
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
団
体
交
渉
の
前
段
階
と
し
て
、

多
く
の
企
業
で
は
、【
ト
ッ
プ
労
使
懇
談
会
・
労
使
協
議
会
等
の
体
制
設
置
】
を
制
度
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
労
使
紛
争
を
起
こ
さ
な

い
た
め
、
こ
う
し
た
団
体
交
渉
以
外
の
場
に
経
営
側
の
ト
ッ
プ
等
を
出
席
さ
せ
、
経
営
側
が
制
度
的
な
過
程
を
き
ち
ん
と
踏
ん
で
い
る
こ

と
を
労
働
組
合
側
へ
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
ト
ッ
プ
労
使
懇
談
会
・
労
使
協
議
会
等
は
、
経
営
側
が
労
使
交
渉
に
際
し

て
一
方
的
に
強
引
に
決
定
す
る
こ
と
を
避
け
、
後
々
の
ト
ラ
ブ
ル
を
生
ま
な
い
方
策
と
し
て
、
事
前
の
調
整
と
し
て
の
性
質
が
強
い
意
図

で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
調
整
に
よ
り
労
使
交
渉
は
、
ス
ム
ー
ズ
に
進
展
し
、
そ
の
結
果
、
安
定
か
つ
良
好
な
労
使
関
係
を
担
保

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ト
ッ
プ
に
よ
る
労
使
懇
談
会
・
労
使
協
議
会
等
は
、
経
営
側
の
ト
ッ
プ
等
が
関
与
す
る
こ
と
で
、
経
営
情
報
等
を
労
働
組
合
側

へ
開
示
し
、
ト
ッ
プ
か
ら
第
一
線
社
員
に
い
た
る
ま
で
企
業
全
体
に
通
底
す
る
い
わ
ゆ
る
「
企
業
マ
イ
ン
ド
」
を
生
み
出
す
役
割
も
果
た

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
社
内
に
お
け
る
情
報
の
共
有
の
水
準
が
高
ま
る
と
い
う
利
点
を
も
た
ら
す
効
果
を
も
ち
う
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

「
本
社
人
事
部
の
役
割
」
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
時
期
だ
け
に
労
使
交
渉
を
行
う
だ
け
の
役
割
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
常
的
に
労
働
組
合

四
九
三
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と
の
接
触
を
図
る
窓
口
を
広
く
開
き
情
報
交
換
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
本
社
人
事
部
の
日
常
的
な
活
動
は
、
労
使
交
渉
に
お
け
る
事

前
の
知
識
の
共
有
、
及
び
情
報
の
蓄
積
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
具
体
的
な
ポ
ス
ト
の
役
割
を
見
れ
ば
、
部
長
以
上
が
、

団
体
交
渉
以
外
の
経
営
懇
談
会
等
に
も
出
席
し
、
本
社
課
長
以
下
は
、
実
質
的
な
労
使
関
係
実
務
に
つ
い
て
日
常
的
に
関
与
し
て
い
る
場

合
が
多
い
。

本
社
│
支
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
支
社
は
、
多
く
の
場
合
、【
基
本
的
に
本
社
で
対
応
し
、
労
組
側
は
、
要
望
等
は
中
央
が
集
約

し
て
、
本
社
と
交
渉
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
支
社
単
位
で
交
渉
を
行
う
こ
と
は
な
い
】
と
し
て
い
る
。

経
営
管
理
の
従
来
的
機
能
に
は
、
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ
、
情
報
と
い
わ
れ
る
経
営
資
源
の
調
達
・
効
率
的
配
分
・
適
切
に
組
み
合
わ
せ

る
と
い
う
活
動
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
人
事
は
ヒ
ト
に
関
す
る
効
果
的
・
効
率
的
な
資
源
配
分
の
実
現
と
人
材
の
確
保
・
育
成
、
活
用
・

戦
力
化
を
司
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
既
述
の
よ
う
に
、
労
使
関
係
に
お
け
る
「
本
社
人
事
部
の
役
割
」
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
本
ヒ

ア
リ
ン
グ
調
査
に
お
い
て
も
、
労
使
交
渉
、
及
び
本
社
│
支
社
内
の
基
本
的
ル
ー
ル
（
協
約
の
改
定
、
人
事
制
度
、
賃
金
水
準
等
労
使
関
係
全

般
の
交
渉
・
調
整
）
と
し
て
、
本
社
人
事
部
が
労
働
組
合
と
交
渉
を
行
い
、
さ
ら
に
支
社
に
対
し
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
が
多
く
見
ら
れ

る
。
ち
な
み
に
、
支
社
に
よ
る
具
体
的
な
労
使
対
応
と
し
て
は
、【
現
場
の
職
場
環
境
や
残
業
、
有
給
取
得
等
に
関
す
る
も
の
が
多
い
】。

し
か
し
、
実
際
に
は
民
間
企
業
の
人
事
部
門
は
、
狭
義
の
人
事
部
門
と
労
使
関
係
担
当
部
門
に
分
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
民

間
企
業
の
人
事
部
の
役
割
は
、
人
事
企
画
・
採
用
・
人
材
開
発
、
就
業
管
理
・
給
与
計
算
、
福
利
厚
生
・
社
会
保
険
、
人
事
情
報
シ
ス
テ

ム
関
連
が
あ
る
。
さ
ら
に
具
体
化
す
る
な
ら
ば
、
採
用
・
配
置
・
評
価
・
報
酬
・
教
育
・
就
業
等
、
様
々
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の

一
部
に
労
使
関
係
担
当
業
務
が
位
置
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
単
独
の
労
使
関
係
業
務
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、
人
事
部
の
中
で
、
労
使

関
係
業
務
を
主
た
る
役
割
と
す
る
労
使
関
係
担
当
部
門
と
、
他
の
部
門
の
様
々
な
役
割
を
い
か
に
し
て
総
合
的
に
調
整
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

四
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す
る
か
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
民
間
企
業
で
は
、
こ
う
し
た
労
使
交
渉
を
含
め
た
本
社
人
事
部
体
制
の
役

割
が
大
き
く
、
い
か
に
こ
う
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
え
る
本
社
人
事
部
の
体
制
を
構
築
で
き
る
か
、
ま
た
い
か
に
人
材
を
育
て
る
か
が

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
公
務
部
門
の
労
使
関
係
で
は
、
民
間
企
業
に
お
け
る
本
社
人
事
部
の
よ
う
な
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

を
総
合
的
に
担
当
す
る
部
署
の
一
部
と
し
て
労
使
関
係
担
当
を
置
く
の
か
、
ま
た
は
単
独
で
労
使
関
係
担
当
を
置
く
の
か
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
い
か
に
し
て
「
人
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
を
軸
と
し
て
労
使
関
係
部
門
と
他
の
部
門
と
の
役
割
調

整
を
行
っ
て
い
く
か
が
重
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵　

労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成

労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成
に
関
し
て
は
、
次
の
三
点
に
集
約
で
き
る
。

第
一
に
、
労
使
交
渉
に
は
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
主
に
労
使
関
係
業
務
を
含
め
た
人
事
畑
で
養
成
し
て
い
る
（「
人
事
畑
で
の
養

成
」：
九
社
が
回
答
）。

第
二
に
、
労
働
組
合
に
関
し
て
精
通
し
て
い
る
人
物
と
い
う
こ
と
で
、
意
図
的
で
は
な
い
が
、
組
合
役
員
経
験
者
を
労
使
関
係
担
当
部

門
へ
登
用
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
（「
組
合
役
員
経
験
者
の
登
用
」：
六
社
が
回
答
）。

そ
し
て
、
第
三
に
、
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（「
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成
の
困
難

性
」：
九
社
が
回
答
）。

ヒ
ア
リ
ン
グ
回
答
の
代
表
例
と
し
て
、
第
一
に
挙
げ
た
「
人
事
畑
で
の
養
成
」
に
関
し
て
は
【
広
い
意
味
で
の
人
事
担
当
者
と
し
て
養

成
し
て
い
る
が
、
労
使
交
渉
の
経
験
は
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
労
使
関
係
業
務
も
含
め
た
人
事
畑
の
み
を
比
較
的
長
く
経
験
し
て

四
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き
た
者
（
人
事
業
務
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
）
を
人
事
関
係
の
核
と
し
て
い
る
】、【
一
貫
し
て
人
事
畑
を
歩
ん
で
い
る
】、【
人
事
畑
で
人
材
を
育

成
し
、
そ
の
中
に
労
務
担
当
が
あ
る
】、【
労
務
担
当
と
し
て
で
は
な
く
、
人
事
全
体
で
育
成
し
て
い
る
】、【
人
事
に
配
属
さ
れ
る
新
人
の

半
数
は
、
人
事
、
労
務
畑
を
歩
む
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
二
に
挙
げ
た
「
組
合
役
員
経
験
者
の
登
用
」
の
代
表
的
な
回
答
例
に
つ
い
て
は
【
専
従
経
験
者
、
幹
部
経
験
者
が
結
果
と
し
て
、
労

務
部
門
に
配
属
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
意
図
的
に
は
実
施
し
て
い
な
い
】、【
組
合
の
本
部
役
員
が
、
人
事
に
異
動
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、

労
組
は
人
材
の
育
成
の
場
と
し
て
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
】、【
他
社
で
は
人
事
の
担
当
者
が
か
つ
て
組
合
幹
部
だ
っ
た
と
い
う

ケ
ー
ス
が
あ
る
よ
う
だ
】、【
専
従
経
験
者
が
労
務
担
当
に
な
る
こ
と
は
た
ま
に
あ
る
。
現
人
事
副
部
長
は
専
従
経
験
者
で
、
前
任
の
人
事

部
長
も
支
部
で
専
従
を
経
験
。
事
業
所
の
労
働
課
長
に
も
、
専
従
経
験
は
な
く
と
も
、
組
合
幹
部
の
経
験
者
は
多
い
】
等
が
あ
る
。

第
三
に
挙
げ
た
「
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成
の
困
難
性
」
の
代
表
的
な
回
答
例
に
関
し
て
は
【
人
事
、
労
務
部
門
で
は
、
三
年

以
上
七
年
以
下
の
サ
イ
ク
ル
で
人
事
が
回
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
長
年
担
当
し
て
い
る
と
、
労
使
交
渉
の
経
緯
を
知
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
ま
た
、
担
当
や
責
任
者
が
変
わ
る
と
方
針
も
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
】、【
育
成
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、

現
場
で
労
務
関
係
の
人
材
が
育
た
な
く
な
っ
て
い
る
】、【
組
合
の
思
考
回
路
が
分
か
る
、
労
務
関
係
の
人
材
は
限
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、

避
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
。
労
務
担
当
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
し
て
組
合
経
験
は
有
効
。
当
社
で
も
、
労
務
関
係
の
一
層
の
人
材
育
成
の
必
要

性
を
認
識
し
て
い
る
】
等
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
三
点
に
共
通
す
る
問
題
点
と
し
て
、
労
使
関
係
担
当
部
門
の
「
専
門
性
の
問
題
」
が
あ
る
。
こ
の
労
使
関
係
担
当
部
門
の

専
門
性
と
し
て
、
二
つ
の
代
表
機
能
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
、
経
営
側
を
代
表
し
て
労
働
組
合
に
対
し
て
接
触
し
、
情
報
を
発
信
す
る

機
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
機
能
は
、
い
わ
ば
経
営
責
任
者
の
権
限
の
一
部
を
委
嘱
さ
れ
る
か
た
ち
で
機
能
し
、
労
働
組
合
か
ら
会
社

四
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を
代
表
し
て
情
報
等
を
受
信
し
、
社
内
や
経
営
幹
部
に
発
信
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
経
営
側
と
労
働
組
合
側
と
の
間
の

認
識
や
利
害
を
調
整
し
、
企
業
全
体
の
視
点
に
立
っ
て
企
業
活
動
の
意
思
を
調
整
し
、
統
合
し
て
い
く
機
能
で
あ
る
。
こ
の
調
整
機
能
が

十
分
に
働
か
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
労
使
関
係
担
当
部
門
が
経
営
ト
ッ
プ
の
言
い
な
り
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
機
能
を

有
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
場
合
や
、
社
内
関
連
部
門
間
（
人
事
部
内
、
及
び
他
の
部
署
を
含
む
）
の
ヨ
コ
の
根
回
し
を
十
分
に
行
わ
な
い
ま

ま
情
報
発
信
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
等
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
回
答
で
は
【2W

A
Y

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
呼

ば
れ
る
、
会
社
の
部
下
と
上
司
、
会
社
の
労
働
組
合
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
先
に
進
ま
な
い
】
と
い
う
発

言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
経
営
側
と
労
働
組
合
側
を
含
む
社
内
全
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
必
須
の
条
件
で
あ
る
と
民
間
企
業

で
は
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
故
、
民
間
企
業
で
は
、
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
を
、
二
つ
の
代
表
機
能
を
重
視
し
な
が
ら
人
事
畑

で
養
成
し
て
い
る
。

次
に
、「
組
合
役
員
経
験
者
の
登
用
」
に
つ
い
て
は
、
労
使
関
係
担
当
者
の
、
労
使
間
の
事
態
を
鋭
く
把
握
す
る
能
力
が
重
要
に
な
る
。

こ
れ
は
、
経
営
側
・
労
働
組
合
側
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
立
場
か
ら
、
双
方
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
見
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
、
労

使
双
方
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
分
析
す
る
能
力
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
労
使
関
係
担
当
者
に
と
っ
て
は
、

労
働
組
合
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
言
っ
て
み
れ
ば
組
合
役
員
経
験
者
の
登
用
は
、
手
間
の
か
か
ら

な
い
人
材
育
成
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
労
使
関
係
担
当
者
に
は
、
労
使
双
方
の
中
立
的
な
立
場
か
ら
企
業
活
動
の
目
標
達
成
を
考

察
で
き
る
資
質
が
求
め
ら
れ
る
。
確
か
に
、
組
合
専
従
か
ら
会
社
に
戻
る
際
に
人
事
に
配
属
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
般
組
合
員
に
、
会
社
と

組
合
の
馴
れ
合
い
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
は
あ
る
が
、【
優
秀
な
人
物
ほ
ど
組
合
幹
部
に
担
ぎ
上
げ
ら
れ
る
】
と
い
う

意
見
も
一
方
で
は
あ
る
。

四
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ヒ
ア
リ
ン
グ
の
回
答
で
は
、【
人
材
育
成
の
場
と
し
て
の
労
働
組
合
の
有
意
義
性
】
を
指
摘
す
る
企
業
も
あ
り
、
こ
の
意
見
は
、
企
業

に
属
し
て
い
る
人
間
と
し
て
、
企
業
全
体
を
見
て
い
く
際
に
、【
労
働
組
合
に
入
っ
た
こ
と
で
企
業
を
経
営
側
だ
け
で
は
な
く
、
客
観
的

に
分
析
し
、
後
の
経
営
戦
略
に
役
立
つ
人
材
が
育
つ
】
と
民
間
企
業
は
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
組
合
は
、
様
々
な
経
験
を
積
む

場
と
な
り
、
自
分
自
身
で
企
業
の
方
向
性
を
多
角
的
に
見
る
視
点
を
養
う
こ
と
に
寄
与
す
る
労
使
関
係
担
当
者
育
成
と
し
て
重
要
な
教
育

機
能
を
担
っ
て
い
る
。
労
使
関
係
担
当
部
門
は
、
経
営
側
と
労
働
組
合
の
境
界
線
に
あ
り
、
一
方
の
足
を
経
営
側
に
、
そ
し
て
も
う
一
方

の
足
を
労
働
組
合
側
に
置
い
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
労
使
関
係
担
当
部
門
は
、
経
営
側
の
情
報
を
組
合
側
へ
説
明
し
、
組
合

側
の
情
報
を
経
営
側
へ
伝
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
因
む
。
か
く
し
て
、
企
業
経
営
を
労
働
組
合
側
の
立
場
か
ら
見
る
機
会
は
、

そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
を
規
定
す
る
一
要
因
と
な
り
、「
組
合
役
員
経
験
者
の
登
用
」
は
有
力
な
人
材
育
成
の
回
路
と
な
る
。

そ
の
一
方
で
、【
現
在
の
労
使
協
調
路
線
の
状
況
下
で
も
、
か
つ
て
の
敵
対
型
の
労
組
の
時
代
を
知
っ
て
い
る
管
理
職
は
、
労
働
組
合

経
験
か
ら
生
ま
れ
る
企
業
の
方
向
性
を
多
角
的
に
見
る
視
点
が
あ
る
か
ら
こ
そ
管
理
者
意
識
も
高
い
が
、
組
合
員
が
減
少
し
専
従
者
が

減
っ
て
以
降
、
管
理
職
の
管
理
者
意
識
が
低
下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
】
と
懸
念
す
る
回
答
も
あ
り
、
今
後
労
使
が
対
立
し
た
際
の
不

安
材
料
と
も
な
り
う
る
。

第
三
の
「
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成
の
困
難
性
」
に
つ
い
て
は
、【
組
合
の
思
考
回
路
が
分
か
る
人
材
は
限
ら
れ
て
し
ま
う
】

と
の
回
答
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
労
使
関
係
担
当
者
に
は
「
労
働
組
合
に
対
す
る
理
解
や
専
門
的
知
識
」
が
求
め
ら
れ
る
ゆ
え
に
人
材
が

限
定
的
と
な
っ
て
い
る
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
異
口
同
音
に
労
使
関
係
担
当
部
門
の
長
期
的
な
人
材
育
成
の
必
要
性
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
証
言
を
得
て
い
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
民
間
企
業
で
は
、
人
材
育
成
に
関
し
て
大
き
く
分
け
れ
ば
「
人
事
畑
で
の
養
成
」
と
「
組
合
役
員
経
験
者
の
登
用
」

四
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の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
が
（
合
わ
せ
る
と
二
三
社
中
一
五
社
）、「
労
使
関
係
担
当
部
門
の
専
門
性
」
を
ど
ち
ら
で
学
ば
せ
る
か
、
あ
る
い
は

両
方
を
併
用
し
て
学
習
さ
せ
る
か
は
そ
の
企
業
の
事
情
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
は
、
そ
の
「
労
使
関
係
担
当
部
門
の
専
門

性
」
は
、
多
く
の
企
業
で
共
通
す
る
認
識
で
も
あ
る
。
民
間
企
業
で
は
、
具
体
的
に
労
使
関
係
担
当
部
門
の
専
門
性
と
し
て
、
公
平
・
中

立
性
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、
情
報
収
集
能
力
、
信
頼
関
係
を
醸
成
で
き
る
人
材
、
労
働
法
の
知
識
等
、
多
く
を
挙
げ
て
い
る
。

以
上
を
小
括
す
る
と
、
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
に
は
、
様
々
な
経
験
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
よ
る
「
二
つ
の
代
表
機
能
」、

「
労
使
間
の
事
態
を
鋭
く
把
握
す
る
能
力
」、「
労
働
組
合
に
対
す
る
理
解
や
専
門
的
知
識
」
を
身
に
つ
け
る
必
要
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

労
使
関
係
担
当
者
に
は
、
全
体
的
な
情
報
発
信
や
情
報
受
信
の
必
要
性
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
円
滑
に
様
々
な
情
報
に
検
討
を
加
え
る
た

め
の
専
門
性
を
労
使
関
係
担
当
が
具
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
専
門
性
の
根
底
に
は
、
い
か
に

使
用
者
側
と
労
働
組
合
側
双
方
が
、
良
好
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
上
げ
る
か
、
お
互
い
の
協
力
体
制
を
い
か
に
確
立
す
る
か
と
い
う
相

互
の
共
通
認
識
が
あ
る
。
民
間
企
業
の
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
育
成
の
方
策
や
、
専
門
性
は
、
公
務
部
門
で
も
十
分
に
導
入
が
可
能

で
あ
る
。
公
務
部
門
に
お
い
て
は
、
労
使
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が
で
き
る
人
材
を
育
成
し
、
そ
し
て
全
体
的
な
情
報
網
の
形
成

だ
け
で
は
な
く
、
協
力
網
の
形
成
を
労
使
関
係
担
当
者
に
は
求
め
ら
れ
る
。

⑶　

管
理
職
に
よ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

管
理
職
に
よ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
次
の
二
点
に
集
約
で
き
る
。
第
一
に
、
労
働
時
間
等
日
常
の
労
務
管
理
を
重
要
視
す
る

こ
と
で
、
生
産
性
が
向
上
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
良
好
な
労
使
関
係
が
導
か
れ
る
（「
労
務
管
理
の
重
要
視
」：
一
五
社
が
回
答
）。
第
二
に
、

日
常
か
ら
経
営
側
・
労
働
組
合
側
の
双
方
の
ベ
ク
ト
ル
が
同
じ
方
向
に
向
く
よ
う
に
す
る
必
要
性
で
あ
る
（「
経
営
側
・
労
働
組
合
側
の
ベ
ク

四
九
九
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ト
ル
の
方
向
」：
一
四
社
が
回
答
）。

ヒ
ア
リ
ン
グ
回
答
の
代
表
例
と
し
て
、「
労
務
管
理
の
重
要
視
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
四
つ
等
が
あ
る
。

①　
【
労
働
時
間
管
理
の
強
化
は
、
会
社
側
だ
け
で
な
く
、
労
組
側
の
意
向
で
も
あ
る
。
有
給
消
化
に
目
標
値
が
設
定
さ
れ
、
部
下
の

有
給
消
化
率
が
管
理
職
の
評
価
に
も
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
】

②　
【
労
働
時
間
に
関
す
る
協
議
会
（
年
一
回
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
長
く
働
け
ば
美
徳
と
い
う
伝
統
が
あ
り
、
こ
れ
は
官
庁
と
の
共
通

点
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
労
働
時
間
と
生
産
性
と
は
明
確
な
相
関
は
無
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
労
働
時
間
の
短
縮
に
よ
り
、

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
充
実
、
社
員
の
健
康
を
実
現
し
、
こ
れ
が
仕
事
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
】

③　
【
三
六
協
定
の
協
議
を
毎
月
行
っ
て
お
り
、
職
場
管
理
職
が
全
員
協
議
会
に
は
出
席
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
管
理
職
に
は
管
理

者
意
識
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
】

④　
【
事
務
の
効
率
化
。
長
時
間
労
働
の
改
善
（
健
康
管
理
が
第
一
と
組
合
側
が
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
し
て
い
る
）】

第
二
の
「
経
営
側
・
労
働
組
合
側
の
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
つ
等
が
代
表
的
回
答
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

①　
【
労
働
関
係
の
基
本
は
相
互
信
頼
に
基
づ
く
労
使
関
係
の
維
持
・
発
展
と
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
、
話
し
合
い
と
事
前
協
議

の
精
神
を
旨
と
す
る
と
定
め
た
】

②　
【
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
と
考
課
の
ベ
ク
ト
ル
を
同
じ
方
向
へ
向
か
わ
せ
る
】

第
一
の
「
労
務
管
理
の
重
要
視
」
に
つ
い
て
は
、
労
使
関
係
と
生
産
性
を
考
え
る
以
前
に
、
労
働
時
間
等
日
常
の
労
務
管
理
を
重
要
視

五
〇
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す
る
こ
と
で
、
生
産
性
が
向
上
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
良
好
な
労
使
関
係
が
導
か
れ
る
と
の
回
答
が
多
く
見
ら
れ
た
。
民
間
企
業
で
は
、

日
頃
か
ら
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
労
務
管
理
等
）
を
重
要
視
し
て
お
り
、
こ
れ
が
良
好
な
労
使
関
係
と
、
生
産
性
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
十

分
に
認
識
し
て
い
る
。
多
く
の
民
間
企
業
は
、
労
務
管
理
が
労
使
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
部
下
の
生
産
性
を
向

上
さ
せ
る
た
め
の
人
事
労
務
管
理
を
き
め
細
か
く
行
う
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
特
に
民
間
企
業
は
、
効
率
よ
く
働

く
こ
と
、
す
な
わ
ち
労
働
時
間
の
短
縮
が
、
労
使
の
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
各
部
門
管
理
者
の
使
用
者
側
意
識
に
関
し
て
は
、
各
部
門
で
、「
日
々
の
部
下
に
対
す
る
労
務
管
理
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
」
を

占
め
て
お
り
、
労
使
関
係
・
労
使
交
渉
に
対
し
て
の
意
識
は
さ
ほ
ど
高
く
な
く
、「
労
使
関
係
・
労
使
交
渉
は
人
事
部
門
の
役
割
」
と
考

え
て
い
る
傾
向
が
強
い
。
し
か
し
こ
の
傾
向
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
自
体
に
よ
っ
て
異
な
る
回
答
も
見
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
実

際
の
民
間
企
業
の
活
動
に
お
い
て
は
、「
企
業
全
体
の
安
定
」
と
い
う
共
通
の
大
前
提
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
労
使
関
係
担
当
部
門

と
各
部
門
の
何
ら
か
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
の
「
経
営
側
・
労
働
組
合
側
の
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
」
は
、
経
営
側
・
労
働
組
合
側
を
含
め
た
企
業
全
体
の
「
日
々
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
や
、
情
報
開
示
に
よ
る
企
業
全
体
の
状
況
、
及
び
情
報
の
共
有
」
の
必
要
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
経
営
側
が
労
働
組
合
と
の

協
力
関
係
を
保
つ
た
め
に
は
、
日
頃
か
ら
経
営
側
と
労
働
組
合
側
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
重
要
で
あ
り
、
お
互
い
が
経
営
の
方
向
性

を
確
認
し
合
う
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。

労
使
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
経
営
側
・
労
働
組
合
側
双
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
企
業
全
体
の
発
展
を
望
ま
し
い
方
向
へ
と
収

斂
さ
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
企
業
全
体
の
発
展
は
、
そ
の
す
べ
て
が
経
営
側
、
労
働
組
合
側
ど
ち
ら
か
一
方
の
遂
行
に
よ
っ
て
達
せ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
双
方
の
活
動
と
努
力
に
よ
る
も
の
と
認
識
す
る
こ
と
で
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。

五
〇
一
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さ
ら
に
、「
経
営
側
・
労
働
組
合
側
の
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
」
と
し
て
、
具
体
的
に
「
経
営
側
・
労
働
組
合
側
双
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
重
要
性
・
情
報
開
示
・
情
報
の
共
有
」
に
よ
っ
て
一
定
方
向
に
導
か
れ
、
経
営
側
・
労
働
組
合
側
双
方
の
情
報
収
集
と
そ
の
情

報
を
活
用
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
労
使
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
会
社
の
部
下
と
上
司
、
会
社
と
労
働
組
合
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
言
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
た
だ
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
労
使
間
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
行
う

の
で
は
な
く
、
お
互
い
が
納
得
す
る
た
め
の
「
相
手
の
立
場
・
情
報
を
知
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
あ
る
い
は
「
お
互
い
の
同

化
を
目
的
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
意
味
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
と
は
、
組
織
全
体
の
経
営
ビ
ジ
ョ
ン

を
使
用
者
側
・
労
働
組
合
側
双
方
を
同
じ
方
向
へ
向
か
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
方
向
付
け
を
担
う
の
が
、
労
使
関
係
担
当
部
門
で
あ

る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
労
働
組
合
側
へ
使
用
者
側
の
考
え
方
を
説
明
し
、
そ
の
後
互
い
に
歩
み
寄
り
、
合
意
へ
と
近
づ
け
る
「
調
整
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
発
想
が
労
使
関
係
担
当
部
門
に
は
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑷　

賃
金
決
定
要
素
等

賃
金
決
定
要
素
等
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
で
は
、【
以
前
は
業
界
で
横
並
び
の
意
識
が
強
く
、
同
業
他
社
を
意
識
し

て
い
た
】
と
回
答
し
た
企
業
も
あ
る
が
、
現
在
ほ
と
ん
ど
の
企
業
で
は
、【
個
別
企
業
の
業
績
に
格
差
が
あ
り
、
自
社
の
業
績
が
決
定
要

素
】
と
回
答
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
現
在
多
く
の
企
業
で
は
、
業
績
連
動
型
の
傾
向
が
強
い
。
ま
た
、
現
在
の
経
済
状
況
を
反
映
し
て
か
、
経
営
者
側
は
、

良
好
な
労
使
関
係
の
重
要
性
を
十
分
に
理
解
し
、
中
・
長
期
的
な
自
己
の
経
営
業
績
状
況
を
視
野
に
入
れ
た
中
で
、
い
か
に
安
定
的
に
賃

五
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金
を
支
給
す
る
か
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
賃
金
の
安
定
支
給
」
を
基
軸
と
し
、
民
間
企
業
は
労
使
関
係
を
安
定
さ
せ
、

そ
の
結
果
生
産
性
が
安
定
、
且
つ
向
上
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
労
働
組
合
側
も
ま
た
現
在
の
経
済
状
況
を
理
解
し
、「
安
定
支
給
」

に
応
ぜ
ざ
る
を
得
ず
、
経
営
側
に
対
し
て
容
易
に
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
の
要
求
を
強
く
望
め
な
い
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
と
い
う
。
ヒ

ア
リ
ン
グ
で
は
、
赤
字
の
際
で
あ
っ
て
も
、
賃
金
制
度
を
維
持
し
、
定
期
昇
給
だ
け
は
維
持
す
る
と
回
答
す
る
企
業
が
多
く
見
ら
れ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
回
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
結
果
で
は
、
経
営
側
・
労
働
組
合
側
は
、「
安
定
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
相
互
に
結
ば
れ

て
お
り
、「
賃
金
の
安
定
支
給
」
に
は
、「
企
業
全
体
の
安
定
」
が
前
提
条
件
で
あ
り
、
労
使
協
調
路
線
は
必
要
条
件
と
な
る
。

な
お
、
複
数
組
合
交
渉
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
、【
組
合
に
よ
っ
て
交
渉
内
容
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
無
く
、
会
社
側
と
し
て
は
、

組
合
に
よ
る
差
別
は
せ
ず
同
じ
対
応
、
同
じ
提
案
を
し
て
い
る
】。
ま
た
、
労
使
交
渉
に
お
け
る
議
論
に
関
し
て
も
、
経
営
側
は
複
数
組

合
に
対
し
て
【
組
合
ご
と
に
交
渉
結
果
が
異
な
る
こ
と
は
な
く
、
交
渉
は
大
体
、
一
定
の
と
こ
ろ
で
落
ち
着
い
て
い
る
】
と
回
答
し
て
い

る
。
他
方
で
、
労
働
組
合
の
規
模
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
場
合
は
、
経
営
側
が
【
そ
の
労
働
組
合
が
社
員
の
ど
の
程
度
代
表
し
て
い
る
の

か
】
を
、
意
思
決
定
の
際
に
考
慮
に
入
れ
、
労
働
組
合
の
規
模
に
よ
っ
て
、【
経
営
懇
談
会
等
の
場
面
で
の
経
営
側
か
ら
参
加
す
る
役
職

が
異
な
る
】
と
の
回
答
は
見
ら
れ
て
い
る
。

⑸　

ベ
ク
ト
ル
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
結
果
、
民
間
労
使
関
係
は
、
全
体
的
に
労
使
協
調
路
線
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。
労
使
関
係
の
安
定

に
は
、
以
下
の
認
識
や
背
景
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
第
一
に
、
民
間
企
業
で
は
、
現
在
の
経
済
状
況
に
お
い
て
、
会
社
全
体
の
安
定

の
た
め
に
は
、
労
使
と
も
に
対
立
し
て
い
て
は
お
互
い
の
「
安
定
」
は
保
た
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
労
働

五
〇
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組
合
の
活
動
量
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
業
種
に
よ
っ
て
は
、
非
正
規
雇
用
者
を
大
量
に
雇
い
入

れ
た
こ
と
、
ま
た
工
場
の
海
外
移
転
等
に
よ
っ
て
労
働
組
合
の
活
動
量
が
減
少
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

か
つ
て
労
使
が
敵
対
し
た
時
代
を
知
っ
て
い
る
管
理
職
は
、【
組
合
員
が
減
少
し
専
従
者
が
減
っ
た
た
め
、
労
組
の
活
動
量
が
減
り
、

労
組
が
融
和
型
に
な
っ
て
以
降
、
管
理
職
の
管
理
者
意
識
が
低
下
す
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
い
る
】
と
の
声
や
、【
労
組
側
で
は

業
務
の
延
長
で
労
組
活
動
し
て
い
る
た
め
、
厳
し
い
や
り
取
り
を
交
わ
す
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
管
理
職
側

も
労
組
に
対
応
す
る
業
務
が
減
少
し
、
労
使
交
渉
へ
の
注
目
が
薄
れ
つ
つ
あ
る
。
労
使
協
議
に
お
い
て
も
、
会
社
側
提
案
に
対
し
て
、
労

働
組
合
は
組
合
活
動
の
量
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
積
極
的
に
経
営
側
に
提
案
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
る
】
と
い
う
。

こ
う
し
た
中
で
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
民
間
企
業
の
中
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、「
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材

育
成
」
で
あ
る
。
人
材
育
成
の
方
策
と
し
て
、
具
体
的
に
「
広
い
意
味
で
の
人
事
担
当
者
と
し
て
養
成
」、
あ
る
い
は
「
意
図
的
で
は
な

い
が
、
労
働
組
合
専
従
経
験
者
、
幹
部
経
験
者
を
結
果
と
し
て
労
使
関
係
担
当
部
門
に
配
属
」
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
労
使
関
係
担

当
部
門
の
人
材
に
付
随
す
る
問
題
と
し
て
、
そ
の
専
門
性
ゆ
え
に
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ

の
対
処
方
法
と
し
て
、「
労
使
交
渉
の
経
験
は
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
労
使
関
係
業
務
も
含
め
た
人
事
畑
の
み
を
経
験
し
て
き
た

者
（
人
事
業
務
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
）
を
登
用
」
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
事
担
当
者
は
、
他
の
部
署
と
は
異
な
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
有
し
て

い
る
と
回
答
す
る
企
業
も
多
く
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
労
使
関
係
担
当
部
門
の
専
門
性
の
問
題
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
労
使
関
係
担
当
部
門
の
人
材
の
資
質
に
も
関
わ
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
結
果
か
ら
は
、
民
間
企
業
全
体
の
共
通
認
識
と
し
て
、「
企
業
全
体
で
経
営
に
か
か
わ
る
者
と
し
て
の
当
事

者
能
力
を
も
っ
て
い
る
」
と
の
意
識
が
強
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
企
業
全
体
の
安
定
の
た
め
に
は
、
労
使
と
も
に
対
立
し
て
い
て

五
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は
、「
安
定
」
は
保
た
れ
な
い
と
い
う
認
識
の
一
致
の
表
れ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
民
間
企
業
に
は
、

「
賃
金
の
安
定
支
給
」
と
「
生
産
の
安
定
」
が
相
互
に
連
動
し
合
い
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
に
大
き
く
関

わ
る
中
心
的
存
在
が
、
労
使
関
係
担
当
部
門
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
民
間
企
業
に
お
い
て
は
、

労
使
間
に
お
け
る
中
間
的
な
役
割
と
し
て
労
使
関
係
担
当
部
門
が
存
在
し
、
ま
た
労
使
関
係
担
当
部

門
が
「
賃
金
の
安
定
支
給
」
と
「
生
産
の
安
定
」
を
円
滑
に
循
環
さ
せ
、
民
間
企
業
に
お
け
る
「
安

定
の
た
め
の
サ
イ
ク
ル
」
を
回
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
労
使
関
係
部
門
の
重
要
な
要
素
な
っ
て
い
る
の
が
、
企
業
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
使
用
者
側
か
ら
労
働
組
合
側
へ
使
用
者
側
の
考
え
方
を
説
明
し
、
そ
の
後
互
い

に
歩
み
寄
り
、
合
意
へ
と
近
づ
け
る
「
調
整
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
発
想
が
存
在
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、「
州
・
地
方
政
府
の
レ
ベ
ル
で
は
、
公
務
員
の
労
働
基
本
権
は
各
州
の
法
律
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
労
使
関
係
法
の
規
定
に
よ
り
か
な
り
格
差
が
認
め
ら
れ
る
。
賃
上
げ
を
含
め
た

経
済
的
問
題
を
団
体
交
渉
事
項
と
し
て
認
め
て
い
る
州
も
あ
れ
ば
、
州
に
よ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
権
も

容
認
し
て
い
る
州
も
あ
る
。
一
般
に
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
容
認
す
る
州
で
も
、
警
察
官
、
消
防
士
、

医
療
補
助
員
、
刑
務
官
な
ど
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
認
め
る
場
合

で
も
、
あ
く
ま
で
協
議
に
協
議
を
重
ね
た
上
で
の
最
終
的
手
段
で
あ
っ
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
回
避
す

る
た
め
の
労
使
協
議
の
手
続
が
二
重
三
重
に
設
け
ら
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
（
7
）

」。
こ

表－1　民間企業の 4つ共通点

①　民間企業は、経営者としての当事者能力をもっている。

②　会社全体の安定のためには、労使ともに対立していてはお互いの「安定」

は保たれないという認識の一致がある。

③　企業全体のマネジメントを円滑に行っていくには、労務担当の労使間に

おける中間的役割が重要。

④　組織内コミュニケーションの重要性を意識している。

五
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こ
で
も
協
議
と
い
う
、
い
わ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
重

要
性
が
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
協
議
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
今
後
日
本
の
公
務
員
が
い
か
に
行
っ
て
い
け
る

か
が
課
題
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
周
知
の
通
り
、
現
在
の
日
本
に
お
け
る
公
務
員
の

労
使
関
係
で
は
、
人
事
院
勧
告
が
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
お
り
、

公
務
員
自
身
の
労
使
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
未
知

数
と
言
っ
て
良
い
。
す
な
わ
ち
、
給
与
を
決
め
ら
れ
る
人
間
が
公

務
部
門
自
身
に
な
く
、
公
務
員
自
身
で
労
使
交
渉
で
き
る
か
が
大

き
な
問
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
う
し
た

人
事
院
の
影
響
と
い
う
結
果
は
、
課
ご
と
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
行

わ
れ
て
い
る
が
、
組
織
全
体
を
通
じ
て
の
体
制
、
お
よ
び
組
織
全

体
の
サ
イ
ク
ル
未
整
備
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具

体
的
に
は
民
間
企
業
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
組
織
全
体
の
目
標
、

つ
ま
り
組
織
の
安
定
と
い
う
も
の
が
、
行
政
に
は
不
明
確
な
部
分

が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
公
務
部
門
全
体
の
目
標
を
い
か
に
設
定
し

て
い
く
か
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。
し
か
も
、
民
間
部
門
と
同
様

図－1　民間部門のベクトル

企業全体の安全

管理職

管理職

管理職
経
　
営
　
側

労
　
働
　
組
　
合

生
命
線

生命線

労務管理

労務管理

労務管理

生　産　性　向　上

安　定　支　給

労務担当

労
使
交
渉 五
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に
、
公
的
部
門
に
「
安
定
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、
そ
こ

に
は
「
国
民
」
と
い
う
言
葉
が
付
け
加
え
ら
れ
「
国
民
の
安
定
」

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
、
公
務
員
に
は
国
民

の
要
請
に
応
え
る
べ
き
「
義
務
」
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
公

務
員
の
「
労
働
基
本
権
」
の
評
価
に
は
、
民
主
的
で
能
率
的
な
行

政
を
推
進
す
る
公
務
員
の
「
責
務
」、
さ
ら
に
は
行
政
組
織
内
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
国
民
に
対
し
て
説
明
す
る
「
責
務
」
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味

で
、
行
政
組
織
内
外
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
持

つ
人
材
を
養
成
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
民
間
部
門
で
は
、
エ
ン
プ
ロ
イ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（E
m
ployee R

elations

）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
こ
れ
は
、「
企
業
・

組
織
内
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
中
心
と
な
る
。
エ
ン
プ
ロ

イ
ー
と
は
職
場
で
働
く
従
業
員
で
あ
り
、
組
織
体
の
構
成
員
、
企

業
で
い
え
ば
社
員
（
8
）

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
、
民

間
組
織
内
の
情
報
の
方
向
性
を
考
え
た
場
合
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ

と
が
「
一
方
向
的
流
れ
」、
す
な
わ
ち
ト
ッ
プ
か
ら
下
部
組
織
人
員

図－2　公務部門のベクトル

使
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側

労
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組
　
　
合

管理職

管理職

管理職

生産性向上

生産性向上

労務管理
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へ
の
一
方
向
的
流
れ
の
問
題
と
し
て
こ
の
エ
ン
プ
ロ
イ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
。
公
務
組
織
の
場
合
、
若
干
情

報
の
流
れ
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
構
成
員
が
そ
の
組
織
体
に
属
し
「
何
が
で
き
る
か
」、「
何
を
得
ら
れ
る
か
」
と
い
う
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
高
め
る
部
分
で
は
、
こ
の
エ
ン
プ
ロ
イ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
は
重
要
な
考
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
務
部
門
に
お
い
て
も
、

組
織
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
で
あ
る
、
構
成
員
と
組
織
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
促
進
の
方
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
組
織
体
の
環
境
改
善
及
び
組
織
体
の
成
長
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
公
務
部
門
組
織
の
構
成
員
は
、
官
僚
す
な
わ
ち

ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
。
こ
の
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
田
尾
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
要
と
し
て
、
正
確
に
稼
働
す
る
ビ
ュ
ー

ロ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
あ
げ
て
い
る
（
9
）

。
す
な
わ
ち
内
部
統
制
及
び
生
産
的
な
成
果
を
あ
げ
る
に
は
、
こ
の
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー

と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
正
確
に
稼
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
限
界
に
も
ふ
れ

て
お
り
、
権
限
も
権
威
も
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
に
発
す
る
が
「
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
が
し
ば
し
ば
そ
の
病
理
に
至
る
避
け
る
こ
と
の
で
き

な
い
欠
陥
を
そ
の
内
部
に
抱
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
な
事
実
と
し
て
あ
る
。
実
際
、
そ
の
限
界
や
病
理
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
お
役
所
仕
事
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
（
10
）

」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
欠
点
や
限
界
を
正
す
こ
と
が
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

で
あ
る
と
し
、
そ
の
要
素
と
し
て
「
円
滑
に
稼
働
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
（
11
）

」
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
情

報
を
滞
り
な
く
組
織
全
体
へ
流
通
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
シ
ー
の
病
理
を
和
ら
げ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

確
か
に
、
公
務
部
門
の
価
値
観
や
、
役
割
は
民
間
と
同
レ
ベ
ル
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
今
回
の
民
間
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

調
査
を
見
る
限
り
、
や
は
り
組
織
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
賃
金
の
関
係
は
非
常
に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
も
含
め
、
公
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的
部
門
で
あ
る
行
政
組
織
は
、
さ
ら
な
る
組
織
内
の
日
常
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
駆

使
す
る
こ
と
で
情
報
を
収
集
し
、
そ
の
情
報
に
基
づ
き
客
観
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
労
使

交
渉
を
含
む
、
行
政
組
織
全
体
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
活
か
せ
る
人
材
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。

つ
ま
り
、
今
回
の
労
使
関
係
で
言
う
な
ら
ば
、
単
な
る
交
渉
術
に
長
け
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
労
務
担
当
と
し
て
の
環
境
認
識
能
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
組
織
全
体

と
し
て
の
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
性
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
担

当
す
る
人
材
の
幅
広
い
経
験
と
知
識
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
担
当
す
る
人
材
の
質

だ
け
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
経
験
・
知
識
等
を
労
務
担
当
組
織
と
し
て
蓄

積
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
労
使
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
行
政
組
織
全

体
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
い
か
に
行
政
組
織
が
蓄
積
し
て
い

く
か
の
問
題
と
も
言
え
る
。

さ
ら
に
、
今
後
の
公
務
に
携
わ
る
人
材
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
、「
公
務
の
重
要

さ
を
国
民
に
ア
ピ
ー
ル
せ
ず
し
て
、
優
秀
な
人
材
を
公
共
部
門
に
引
き
つ
け
る
こ
と
な
ど

で
き
る
は
ず
も
な
い
。
金
銭
的
イ
ン
セ
テ
ィ
ブ
は
確
か
に
短
期
的
に
は
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
高
め
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
や
た
ら
に
強
調
す
る
と
、
逆
に
公
務
に
従
事
す
る

こ
と
の
誇
り
と
い
っ
た
大
切
な
価
値
観
を
傷
つ
け
る
（
12
）

」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

表－2　国家公務員になろうとした主な理由（13）

公共のために仕事ができる

仕事にやりがいがある

スケールの大きい仕事ができる

専門知識が生かせる

性格・能力が適している

キャリア形式として有効である 15.6％

22.9％

28.8％

49.9％

70.7％

74.2％

出典：「Ⅰ種試験から新規採用職員に対するアンケート調査の結果について」

人事院人材局

http://www.jinji.go.jp/kisya/1206/anketo24-1.pdf　（2012年10月10日検索）
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表－3　国家公務員になろうとした主な理由推移（14）

80.0％

60.0％

40.0％

20.0％

0.0％
15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年

仕事にやりがいが
ある

公共のために仕事
ができる

スケールの大きい
仕事ができる

67.8%
71.1% 72.0% 72.2%

73.7% 72.9% 72.4% 71.8%
74.8% 74.2%

61.2% 62.8%
67.7% 68.2% 68.9%

71.5% 70.9% 71.4% 72.7% 70.7%

49.8% 50.6%
52.9% 54.9% 52.3% 50.7%

45.9%
44.2%

45.8%
49.9%

出典： 「Ⅰ種試験から新規採用職員に対するアンケート調査の結果について」

人事院人材局

http://www.jinji.go.jp/kisya/1206/anketo24-1.pdf　（2012年10月10日検索）

表－4　公務員としていつまで働きたいか（15）

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
平成元年 3年 5年 7年 9年 11年 13年 20年 21年 22年 23年 24年

40.0％

24.9％

14.5％

2.4％

38.1％

22.5％

8.8％

2.0％

40.1％

19.7％

16.4％

2.0％

28.4％

25.8％
17.3％

5.1％

42.0％

21.6％

13.8％
4.0％

35.2％

23.7％

16.6％

2.1％

34.5％

22.0％

12.5％

2.3％

42.3％

17.7％

6.1％

2.3％

49.2％

17.9％

6.1％

1.6％

42.2％

21.3％

5.4％

2.3％

40.7％

18.3％

6.8％

4.7％

43.6％

24.8％

5.7％

1.9％

定年まで公務員を続
けたい

長期間勤めてから転
職を考えたい

条件が合えばいつで
も転職を考えたい

若いうちに転職を考
えたい

出典： 「Ⅰ種試験から新規採用職員に対するアンケート調査の結果について」

人事院人材局

http://www.jinji.go.jp/kisya/1206/anketo24-1.pdf　（2012年10月10日検索）
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一
般
的
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は

「
効
率
向
上
の
側
面
を
重
視
し
て
い
る
。
政

府
の
効
率
化
は
、
資
金
の
節
約
と
い
う
側
面

も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
政
府
の

公
正
性
や
能
力
そ
し
て
責
任
に
対
す
る
市
民

の
信
頼
に
影
響
す
る
と
い
う
意
味
で
、
き
わ

め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し

た
市
民
の
信
頼
は
、
政
府
活
動
や
必
要
性
の

高
い
新
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
を
大
き
く
サ

ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
も
の
に
な
る
（
16
）

」。
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
労
使
関
係
を
含
め
た
、
行

政
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
確
立
、
そ
し
て
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
専
門
家
の
養
成
は
必
要
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
へ
の
信
頼
を
得
る

必
要
性
は
急
務
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
新

た
な
公
務
を
担
う
人
材
に
し
て
も
、
公
共
を

表－5　どのような公務員になりたいか（17）

全体

うち理工・

農学系等

うち法文系

31.8％ 39.1％ 21.9％ 5.6％

37.2％ 41.4％ 18.7％
1.5％

27.0％ 38.1％ 25.6％ 7.4％

ジェネラリスト

どちらかと言えばジェネラリスト

どちらかと言えばスペシャリスト

スペシャリスト

ジェネラリスト（70.9％） スペシャリスト（27.5％）

ジェネラリスト（78.6％） スペシャリスト（20.2％）

ジェネラリスト（65.1％） スペシャリスト（33.0％）

80.0％

60.0％

40.0％

20.0％

0.0％
20年 21年 22年 23年 24年

58.9％ 59.2％
63.4％ 66.9％ 70.9％

27.5％

38.8％ 39.3％ 34.0％ 32.0％

ジェネラリスト
（どちらかと言えば
ジェネラリストを含む）

スペシャリスト
（どちらかと言えば
スペシャリストを含む）

出典： 「Ⅰ種試験から新規採用職員に対するアンケート調査の結果について」

人事院人材局

http://www.jinji.go.jp/kisya/1206/anketo24-1.pdf　（2012年10月10日検索）
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担
う
意
識
は
向
上
し
て
い
る
も
の
の
、
新
規
採
用
の
時
点
か
ら
、
長
期
間
勤
め
て
か
ら
の
転
職
の
意
識
は
上
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い

わ
ば
行
政
組
織
外
部
か
ら
見
た
、
公
務
に
対
す
る
魅
力
の
低
下
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
行
政
組
織
と
し
て
、
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。

「
企
業
に
お
い
て
は
、
従
業
員
の
協
力
な
し
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
起
こ
ら
な
い
。
し
か
る
に
会
社
の
ト
ッ
プ
は
従
業
員
も
新
聞
を
読
ん

で
い
る
こ
と
を
つ
い
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
社
外
向
け
に
発
言
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
従
業
員
の
勤
労
意
欲
に
大
き
な
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
る
（
18
）

」。
こ
の
一
文
は
、
企
業
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
一
例
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
示
唆
す
る
こ

と
は
、
組
織
の
行
為
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
で
、
誰
か
が
ど
こ
か
で
何
ら
か
の
反
応
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

反
応
と
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
の
両
方
が
あ
り
、
さ
ら
に
大
き
な
経
営
上
の
判
断
の
場
合
、
あ
る
い
は
新
し
い
戦
略

に
着
手
す
る
時
、
良
い
関
係
を
築
い
て
お
き
た
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

様
々
な
場
面
で
、
各
種
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
情
報
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

バ
ー
ナ
ー
ド
は
「
組
織
存
立
の
三
要
素
と
し
て
、
⑴
協
働
意
欲
、
⑵
共
通
目
的
、
⑶
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
あ
げ
、
前
二
者
の
潜
在

的
な
も
の
を
動
的
な
ら
し
め
る
過
程
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
で
あ
り
、
組
織
論
を
つ
き
つ
め
て
い
け
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
中
心
的
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
19
）

。
こ
う
し
た
、
バ
ー
ナ
ー
ド
ら
の
組
織
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
つ

い
て
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
も
前
に
組
織
が
存
在
し
て
い
る
と
の
批
判
も
あ
る
が
、
現
在
「
組
織
は
、
主
体

性
を
持
ち
異
な
っ
た
価
値
観
を
有
す
る
諸
個
人
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
共
有
す
べ
き
意
識
や
目
的
を
理
解
し
合
う
こ
と
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
組
織
の
維
持
や
発
展
の
た
め
に
も
、
あ
る
い
は
新
し
い
成
員
に
組
織
の
目
的
や
活
動
内
容

な
ど
の
理
解
を
求
め
る
た
め
に
も
、
さ
ら
に
組
織
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
の
変
化
に
組
織
自
身
が
対
応
し
て
い
く
た
め
に
も
、
ま
た
行
政
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管
理
を
効
果
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
必
要
不
可
欠
（
20
）

」
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
、「
組
織
は
、

合
理
的
な
内
部
構
造
を
も
と
に
、
環
境
と
の
間
で
社
会
的
な
相
互
作
用
を
行
う
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
相
互
作
用
の
結
果
、
組
織
に
は

文
化
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
こ
う
し
た
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
特
性
を
発
揮
し
、
組
織
は
、
個
人
の
活
動
の
総
和
以
上
の
成
果
を
達
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
21
）

」
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
組
織
全
体
を
同
じ
ベ
ク
ト
ル
へ
向
か
わ
せ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が

必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
稿
で
は
公
的
部
門
で
あ
る
、
行
政
組
織
の
労
使
交
渉
に
焦
点
を
あ
て
、
労
使
交
渉
の
場
面
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
重
要
性
を
検
討
し
た
が
、
そ
の
際
に
も
行
政
組
織
全
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
人
材
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ

の
こ
と
は
、
労
使
交
渉
と
い
う
行
政
組
織
内
の
場
面
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
に
言
う
な
ら
ば
、
い
か
に
国
民
に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た

し
つ
つ
交
渉
し
て
い
け
る
か
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
い
か
に
新
た
な
公
務
部
門
組
織
に
お
け
る
労
務

管
理
の
体
制
構
築
を
行
っ
た
と
い
っ
て
も
、
単
に
組
織
内
の
馴
れ
合
い
と
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
行
政
組
織
内

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
化
、
そ
し
て
行
政
組
織
全
体
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
性
を
正
し
く
導
き
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
戦
略
を
通
じ
て
そ
の
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
性
を
組
織
内
外
に
向
け
て
発
揮
で
き
る
人
材
の
育
成
の
必
要
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
社
会
経
済
的
要
因
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
近
代
官
僚
制
の
特
徴
を
と
ら
え
よ
う
と
し

た
よ
う
に
（
22
）

、
現
代
に
お
け
る
社
会
経
済
的
要
因
と
結
び
つ
く
行
政
・
官
僚
制
の
構
築
の
必
要
性
と
も
い
え
る
。五
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注（
1
） 

本
稿
は
、
総
務
省
人
事
恩
給
局
『
公
務
部
門
等
に
お
け
る
労
使
関
係
に
関
す
る
調
査
研
究
』
に
筆
者
が
参
加
し
、
民
間
企
業
に
対
す
る
ヒ
ア
リ

ン
グ
で
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
著
・
世
良
晃
志
郎
訳
『
支
配
の
社
会
学
』（
一
）
創
文
社
、
一
九
六
〇
年
。

（
3
） 

村
松
岐
夫
編
『
新
版
行
政
学
講
義
』
青
林
書
院
、
一
九
九
〇
年
、p96 

参
照
。

（
4
） 

国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
等
に
基
づ
く
改
革
の
「
全
体
像
」
に
つ
い
て
平
成
二
三
年
四
月
五
日
国
家
公
務
員
制
度
改
革
推
進
本
部
決
定
を

参
照
。

（
5
） 

総
務
省
人
事
恩
給
局
『
公
務
部
門
等
に
お
け
る
労
使
関
係
に
関
す
る
調
査
研
究
』
は
、N

.P
.M

に
基
づ
く
新
た
な
公
務
部
門
組
織
に
お
け
る

労
務
管
理
の
体
制
構
築
の
た
め
、
民
間
企
業
、
国
の
行
政
機
関
、
地
方
自
治
体
、
独
立
行
政
法
人
等
を
対
象
に
調
査
、
研
究
し
て
い
る
。
ま
た
調
査

の
民
間
企
業
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
に
際
し
て
は
、
同
報
告
書
の
分
析
に
用
い
ら
れ
た
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
」
の
集
計
結
果
に
基

づ
い
て
調
査
対
象
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
か
ら
は
、
い
く
つ
か
の
独
自
の
活
動
等
が
見
ら
れ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
た
が
、
実

際
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
受
け
た
当
初
の
想
定
と
は
異
な
り
、
対
象
企
業
で
は
共
通
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。

（
6
） 

以
下
の
文
章
に
お
け
る
【　

】
の
部
分
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
回
答
で
あ
る
。

（
7
） 

坂
本
勝
「
ア
メ
リ
カ
公
務
員
制
度
の
近
況
と
労
働
基
本
権
」『
欧
米
に
お
け
る
公
務
員
の
労
働
基
本
権
に
関
す
る
調
査
報
告
書
』（
財
）
行
政
管

理
研
究
セ
ン
タ
ー
、p57 

参
照
。

（
8
） 

井
之
上
喬
『
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ　

最
短
距
離
で
目
標
を
達
成
す
る
「
戦
略
広
報
」』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
、p46 

参
照
。

（
9
） 

田
尾
雅
夫
『
公
共
経
営
論
』
木
鐸
社
、
二
〇
一
〇
年
、p172 

参
照
。

（
10
） 

田
尾
、
前
掲
書
参
照
。

（
11
） 

田
尾
、
前
掲
書
参
照
。

（
12
） 

小
池
治
「
行
政
に
お
け
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
管
理
の
意
義
と
課
題
」『
行
政
に
お
け
る
イ
ン
セ
テ
ィ
ブ
管
理
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
総

五
一
四



行
政
の
組
織
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
一
考
察
（
岩
井
）

（
一
八
六
三
）

務
省
大
臣
官
房
企
画
課
、
二
〇
〇
五
年
八
月
。

（
13
） 

「
Ⅰ
種
試
験
か
ら
新
規
採
用
職
員
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
」
人
事
院
人
材
局
（
平
成
二
四
年
六
月
二
八
日
）。
人
事
院
で

は
、
国
家
公
務
員
採
用
Ｉ
種
試
験
等
に
合
格
し
て
採
用
さ
れ
た
新
人
職
員
に
対
し
て
、
人
材
確
保
施
策
へ
反
映
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
意
識
調
査
を

行
っ
て
い
る
。http://w

w
w
.jinji.go.jp/kisya/1206/anketo24-1.pdf　

（
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
〇
日
検
索
）。

（
14
） 

人
事
院
前
掲
調
査
参
照
。

（
15
） 

人
事
院
前
掲
調
査
参
照
。

（
16
） 

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
イ
ス
著
、
柿
崎
平
訳
『
行
政
機
関
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
』
ピ
ア
ソ
ン
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月

二
五
日
、p26 

参
照
。

（
17
） 

人
事
院
前
掲
調
査
参
照
。

（
18
） 

ス
タ
ン
・
サ
ワ
ー
ハ
フ
ト
、
ク
リ
ス
・
ア
ト
キ
ン
ス
共
著
、
電
通
バ
ー
ソ
ン
・
マ
ー
ス
テ
ラ
監
訳
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
最
前
線　

企
業
イ
メ
ー
ジ
戦
争
』
電
通
、
一
九
九
一
年
、p41 

参
照
。

（
19
） C

hester.I. B
arnard, “T

he F
unction of T

he E
xecutive”, C

am
bridge M

assachusetts: H
arvard U

niversity P
ress, 1938. 

山
本
安

次
郎
・
田
杉
競
・
飯
野
春
樹
訳
『
新
訳
経
営
者
の
役
割
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
六
八
年
、p88 

参
照
。

（
20
） 

山
田
光
矢
「
行
政
管
理
の
諸
概
念
」、
本
田
弘
著
、（
財
）
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
監
修
『
行
政
管
理
の
シ
ス
テ
ム
』
一
九
九
三
年
、
勁
草
書

房
、p52 

参
照
。

（
21
） 

稲
生
信
男
『
協
働
の
行
政
学
│
公
共
領
域
の
組
織
過
程
論
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、p25 

参
照
。

（
22
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
及
び
村
松
前
掲
書
参
照
。

五
一
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